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I児童虐待防止関連事業等について  
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都道府県別児童相談所及び一時保護所設置状況  
（単位：か所）  

19年  20年  増△減数  

都道府県  
政令指定都市  

児童相談所設置市  

児童相談所  一時保護所  児童相談所  一時保護所  児童相談所  一時保護所   

北海道   8   8   8   8   0   0   

青森県   6   6   0   0   

岩手県   3   3   3   3   0   0   

宮城県   3   3   0   0   

秋田県   3   3   0   0   

山形県   2   2   2   2   0   0   

福島県   4   3   4   3   0   0   

茨城県   3   3   0   0   

栃木県   3   3   0   0   

群馬県   3   3   0   0   

埼玉県   6   3   6   3   0   0   

千葉県   6   5   6   5   0   0   

東京都   5   5   0   0   

神奈川県   5   3   5   3   0   0   

新潟県   5   3   5   3   0   0   

富山県   2   2   2   2   0   0   

石川県   2   2   2   2   0   0   

福井県   2   2   2   2   0   0   

山梨県   2   2   2   2   0   0   

長野県   5   2   5   2   0   0   

岐阜県   2   5   2   0   0   

静岡県   4   2   4   2   0   0   

愛知県   9   10   0   

三重県   5   2   5   2   0   0   

滋賀県   2   2   2   2   0   0   

京都府   3   3   3   3   0   0   

大阪府   6   6   0   0   

兵庫県   4   4   0   0   

奈良県   2   2   0   0   

和歌山県   2   2   0   0   

鳥取県   3   3   3   3   0   0   

島根県   4   4   4   4   0   0   

岡山県   3   2   3   2   0   0   

広島県   3   2   3   2   0   0   

山口県   5   5   0   0   

徳島県   3   3   0   0   

香川県   2   2   0   0   

愛媛県   3   3   3   3   0   0   

高知県   2   2   0   0   

福岡県   4   4   4   4   0   0   

佐賀県   0   0   

長崎県   2   2   2   2   0   0   

熊本県   2   2   0   0   

大分県   2   2   0   0   

宮崎県   3   3   3   3   0   0   

鹿児島県   3   2   3   2   0   0   

沖縄県   2   2   0   0   

札幌市   0   0   

仙台市   0   0   

さいたま市   0   0   

千葉市   0   0   

ぎ‥・   3   2   4   3   

川崎市   2   2   0   0   

新潟市   0   0   

静岡市   0   0   

浜松市   0   0   

名古屋市   0   0   

京都市   0   0   

大阪市   0   0   

堺市   0   0   

神戸市   0   0   

広島市   0   0   

北九州市   0   0   

福岡市   0   0   

横須賀市   0   0   

金沢市   1 0  0   0   0   

合 計   195   116   197 120  2 4   

※各年4月1日現在  
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児童虐待相談対応件数等  児童相談所における  

1．児童相談所における児童虐待相談件数  

平成19年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数  

40，618件（速報値）  

【参考】児童虐待相談対応件数の推移  

年 度  平成12年度  平成13年度  平成14年度  平成15年度  平成16年度  平成17年度  平成18年度   

件 数  17，725  23，274  23，738  26，569  33，408  34，472  37，323   
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児童相談所における児童虐待相談対応件数（、対前年喪比較、都道府県別）  2  

児童相談所対応件数  対前年度増減率  

18年度   19年度  対前年度増減   

（速手引直）  

海連   βや4   939   146 

秦県   332   里旦   寧2   1，25   

手県   革p亭   亭寧8   ▲15   ．5   

城堤   阜軍革   β旦革   ・   

甲 県   1寧旦   阜竺9   申3   1．34   

形 県   1享9   革2や   95   

亀県   革5（）   2鱒   1二旦7   

喝県   叫6   5旦年   ▲阜9   

本県   阜享1   477   ▲1†   9・些   

馬 581   6？1   里   ■   

玉県   1，923   1．革旦室   事革 q二些   

菓県   1，287   1，．型卓   即8   ・2   

泰都   3265   3．307   竺2   1．01   

奈Jll県   1，497   tこ旦了9   182   iセ   

最県   67阜   萱埠声   ▲130   P二軍1   

担 県   軍阜0   336   7§   ・   

川 県   129   箪   鱒   

井 県   242   182   ▲60   0．75   
梨牒   ヨpや   卓4P   鱒   

野 県   阜竺7   ▲〕革   ・   

阜 県   卓ヨ0   51   

嘩県   担j   旦些   ▲143   ・   

鱒 県   旦21   卵5   ・   

蔓握   5星空   箪7  3  1＝91   
賀 県   709   53   1・0   

都府   459   482   2声   

阻牒   ？，1鱒   ち旦97   ▲198   

厚県   」，p8p   1．q阜蔓   ▲47   096 

良 県   q声？   112   

歌坦県   31§   45プ   141   リ与   

卑見   75   ヰ28   

臥県   1印   ▲t箪  88   

山 県   1，0亭9   1．q4β  9  1・0   

島県   961   1tリ4  213   ・22   

ロ県   3pウ   282   ▲2～   0・   

鼻県   2鱒   声43   1P7   145 

川 県   や20   46弓   48   1・   

媛 県   258   27寧   20   

鱒 県   14阜   1声8   108 

同 県   84～   室軍1   ■早1   09   

賀 県   114   107 ◆   

崎 県   223   196   ▲㍗   

本 県   2寧7   3鱒   33   

分 県   53   
蔓草7   t3   P・鱒   

鱒 県   22p   195   Ir 251 0・   

児島 県   84   149   5§   1・9プ   

364   440   76   1・革1   

310   旦7寧   1§8   ・4   

縄痕          塀 市  ？19   些9   ・4   

′＼たま市   424   竺フ3   や9   し12   

葉 市   27革   阜β4   92   ・4   

葵 市   1．鱒5   2，0型   6鱒   

4旦9   早鱒   亭7   1・  

潟市  乙準  2鱒  

7  

崎示  〕坦  

古屋市   850  8与亘  4  

市   5鱒  二一軍P   0・   

阪市   プβ8   旦〕ヨ   1鱒   1 16 

右   4qp   萱草寧   188   147 

戸 市   き些）   ・   

市   旦夕フ   4鱒   ▲141   ・   

九州 市   456   430   皐26   

由市   35寧   ▲67   

須賀 市   2写6   326   100   1，44   
東右   122   

国   37，323   40，618   3．295   1．09   
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※平成18年度に値のない新潟市、浜松市については、属する県に計上  
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スーパ【パイザーの配置状況  

スパーバイザ  スーババイザ，   対前年  

の配置員数   の配置員数   増減人員  

〔204＝  D  し1941） E   （D巨）   

北海道   
8   

U   

青森県   8   3   

岩手県   5   4   

宮城県   
8 _ 9  ▲1   

秋田県   1   ▲ 2   

山形県   2   3   ▲1   

福島県   8   8   0   

茨城県   13   1   

栃木県   10   9   

群馬県   ）   ▲1   

埼玉県   15   0   

干葉県   6   

東京都   14   13   

神奈川県   20   20   0   

新潟県   7   0   

富山県   
4   4   0   

石川県   0   

福井県   3   0   

山梨県   2   

長野県   6   ▲1   

岐阜県   0   0   D   

静岡県   9   8   

愛知県   14   13   

三重県   5   

滋賀県   6   5   

京都府   4   4   0   

大阪府   31   28   3   

兵庫県   6   6   0   

奈良県   3   4   ▲1   

和歌山県   6   5   

鳥取県   9   

島根県   9   0   0   

岡山県   0   

広島県   0   

山口県   9   10   ▲1   

徳島県   4   4   0   

香川県   8   8   0   

愛媛県   

高知県   8   5   3   

福岡県   15   15   0   

佐賀県   0   

長崎県   8   5   

熊本県   0   

大分県   8   8   0   

宮崎県   3   3   0   

鹿児島県   9   7   

沖縄県   5   〇   0   

札幌市   6   6   0   

仙台市   D   

さいたま市   0   

干葉市   0   

横浜市   16   16   0   

川崎市   4   4   0   

新潟市   3   0   

静岡市   0   

浜松市   3   

名古屋市   14   10   4   

京都市   10   10   0   

大阪市   8   8   D   

堺市   0   

神戸市  4  4  0  広島市  同  同  0  北九州市  4  3  l  福間市  田  4  ▲1  横須賀市  0  ロ  ▲1  金沢市  山  口  D  合計  453  410  43   
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児童相談所における夜間t休日の相談体制  

○ 児童虐待防止等の観点から、全国どこにいても、いつでも相談が可能な体制を整備するため、「子ども・子育  
て応援プラン」（平成16年12月決定）において、全ての都道府県■指定都市で児童相談所における夜間・休日の  
相談体制（電話対応）の整備を図ることが目標として掲げられた。   

○ 平成20年4月1日現在、全ての児童相談所において何らかの措置が講じられている（全児童相談所数：197  
か所）。具体的な対応方法は以下のとおり。  

【電話相談の受付体制】   

・電話に出る者については、「別の児童相談所の相談窓口が案内される」が28．9％と最も多く、次いで「守衛など相談業務に関  
連しない者」が22．8％であった。  

夜間一休日における電言古木目言炎の受イ寸体制  

57力ヽ所（28＿9％）  別の児童相言炎所の不日言炎窓口力く案内される  

守律子等、相言炎業ヲ琶に閏イ系しない者力ヾ電話に出る   

一時イ呆言隻所職員力く電言吉に出る   

J児童相言炎所職員カミ電言吉に出る   

職員の携帯や自宅に車云送   

民間の木目言炎機関の者力ヾ電吉吉I二出る   

そのイ也   

OD  

18カ、所（9．1％）  

【電話相談への対応】   

・電話相談への対応は、おおむね当日中に対応。  

夜間・休Eヨlニおlナる電吉吉本日吉炎への対応  

192力ヽ所（97＿5％）   原貝り、当 日 中†二対応  

翌日以ド葦lこヌ寸応  

そのイt巨（内容l二応じてなと、）  

1力ヽ所（0．5％）  

4力ヽ所（2＿0㌔）  



児童相談所における虐待対応のための協力医療機関との協力ー連携状況  

○ 児童虐待に対する医療的ケアの重要性にかんがみ、「子ども・子育て応援プラン」（平成16年12月決定）にお   
いて、全ての都道府県■指定都市で児童相談所における地域の医療機関との協力・連携体制の充実を図ること   
が目標として掲げられた。  

童   

自治体名  対応済  未対応  自治体名  対応済  未対応  

山口県   0   5  横浜市   4   0   

徳島県   3   0  川崎市   2   0   

香川県   2   0  新潟市   0   

愛媛県   0   3  静岡市   0   

高知県   2   0  浜松市   0   

福岡県   3   名古屋市   0   

佐賀県   0  京都市   0   

長崎県   0   2  大阪市   0   

熊本県   堺市   0   

大分県   2   0  神戸市   0   

宮崎県   3   0  広島市   0   

鹿児島県   3   0  北九州市   0   

沖縄県   2   0  福同市   0   

札幌市   C  横須賀市   0   

仙台市   0  金沢市   0   

さいたま市   0  合 計   156   41   

千葉市   0  

○ 平成20年4月1日現在、156か所（79．2％）の児   

【都道府県別の状況】  

自治体名  対応済  未対応   

福井県   2   0   

山梨県   2   0   

長野県   0   5   

岐阜県   5   0   

静岡県   4   0   

愛知県   9   

三重県   5   0   

滋賀県   0   2   

京都府   3   0   

大阪府   6   0   

兵庫県   4   0   

奈良県   2   0   

和歌山県   

鳥取県   3   ○   

島根県   4   0   

岡山県   3   0   

広島県   3   0   

自治体名  対応済  未対応  

北海道   8   0  

青森県   2   4  

岩手県   3   0  

宮城県   3   0  

秋田県   3   0  

山形県   2   0  

福島県   4   0  

茨城県   3   0  

栃木県   3   0  

群馬県   3   0  

埼玉県   6   0  

千葉県   6   0  

東京都   0  

神奈川県   4  

新潟県   4  

富山県   2   0  

石川県   2   0  

くj⊃  



都道府県等別 児童相談所における警察官・教員等の配置状況  
（単位・人）  



＝一＝こ  児童福祉司として配置  
政令指定都市  

児童指導員として配置  電話相談員として配置  その他  合  計  

児童相談所設置市                           警察官  警察官OB  教員   教員OB  警察官  警察官OB  教員  教員OB  警察官  警察官OB  教員  教員OB  警察官  警察官OB  教員  教員OB  警察官  警察官OB  教員  教員OB   

沖縄県  

札幌市  

仙台市  

さいたま市  
4  4  

千葉市  2  2  

横浜市  5  5   

川崎市  

新潟市  2  3   

静岡市  

浜松市  

名古屋市  

2  

京都市  

大阪市  

堺市  2  4  2  4   

神戸市  2  2   

広島市  2  

北九州市  

3  

2  6  3   6   

福同市  3   2  

横須賀市  

2   3   3  

2  2   

54   0   44   16   0   3   0   18   0   7   26   43   2   77   

※ 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課調べ（平成20年4月1日現在）   



「児童虐待防止対策支援事業について」（通知）  

電工皇紀驚第n5∩ユ00こぅ号  

′【）丈 2 0iヒ 5 fj l 巨〕  
闇 享蓋†旦 ノ三 首里 日日 1 ′R二 111」⊥「  

「平成21隼12ノL】31日まで1  

「軌 道 r」7」L 県  

‡  児童福祉主管訂 洪ま   
警視庁生ほ安全部長  

各道杯f県警察本部長 殿  

各 方 面 本 部 長  

警察庁丁少発第102号  

平成20年 －1H 21巨］  

警察庁生活安全局少年課長  

写生労働竃置鞘均等・骨壷家庭局総務儲長  
「掌生方働省が所管する「児童虐待防止対策支魔事業」ノ＼の協力について   

標記の件については、厚生労働省において「児童虐待防止対策支援事業実施要  

綱」（以下「要綱」という」を定め、平城17年1月1日から実施されているところで  

あるか、先般、要綱の改正があり、警察庁に対して別添のとおり依頼がなされた   

本事業は、児童相談所が地域の医療、法律その他の専門機関や職種の協力を得て、  

高度で専門的な判断が必要となるケーースヘの対応が可能となる体制を確保するとと  

もに、相談機能を強化し／、もって了・どモ〕し7）福祉の向上を図r5二とそ二日的∴実施され  

るらのであり、要綱で示された事業し7）うち  

C一 法的対応機能強化事業  

スーーパ」一バイズ・ 権利擁護機能強化事業  

′、、一時保護機能強化事業  

（7うこう事業について、警察官OB等実務経験者の援助を得ることがてきることとさ′れ  

ノミ壷虐待沃11ヒス寸策支援事業；ニノ1∴   

児童虐待防」二につさましてご高配を瞞り厚く御子L申し上け圭す√   

標記事業J′〕実施について（主、【ソニ壷虐待「沃土ヒ対策支援事業ン〕実り乙・三（ニノ：いて平成1て、イド5  

月2口畑ナ雇児うさ第0502「〕（ノ1㌢写生労働省雇用均等・し【三養家起句昆通裾 ソ川場 【しモ重層  

待Ⅵ正対策支援事業実施要綱」（以下 j要吼 とし、う〔ノ にこり夫′ナ1日十る二王とL、また、  
平日文20牛こう月31口付け雇児発第03こう1014弓－ノ草生労働省雇持出等・児童家長句長連乳により  

そク／卜一部を改正Lたところですが、児童相談体制告亜化L’ノ観点∴、J∴ 下記り、点∴留意され  
つつ、より積極的なⅠモ（扱いをお願し、します′J  

きコ  

1 要柑改正L7」主な内容は次ソ〕とおりであること 

（1ニー 児童福祉司任用資格灘得し丁ノたれル研誓（講習会）にぉいて、十川け卜′り‡三島用談†′締り   
ノ〕強化Cりたり）、市町村の職牒（要保言車児豪君策調整機閑ニー）職員を子＝∴－ う二受講′ノノオナ  

象者として漬加Lたこと。  

（こ三）法的対ノに二機能強化事業、スーー・パーノ／、 イス∴権利擁諸機能強化事業、時保護機能強  

た。   

上記事業における警察官OB等の援助内容の詳細は要綱に示されている′つ；、警察  

官0と∃が各自治体の児童相談所の非常勤職員として採片されるこごにより、  

こ 都道府県知事（児童相談所職員）が行う臨検・捜索刀許可休講求や、接近禁  

止命令等手続きの迅速な対応  

○ 虐待事案の危険度や緊急度についてノ）的確甘利斬及び警察とL7つ連携強化  

などか臣Jられることが期待されるし   

ついては、各都道府県の児童溌臼止主管課から、本事業へJ〕警察首OB等の採制こ  

ついて相談があった場合には、生活安全部門と警務（人事）部門が連携を図り、実務  

能力を・備えた優秀な人材を人選するなど、児鼓虐待防止対策支援事業に協力するょ  

う配慮されたいe   

なお、本通達については警熱1＝長官官房人事課と協議済みであることを申し添え  

る   

化事業において、警察官0  
を行う 二rl二とし∴仁二と  

B等1－トル援勅を得られそ∴二う†本制整備㌢けう場合も期成  

′：i：一 旦〃〕助成に当たってしり事前ノ」協議をノ写吉⊥ヒL、業務力脊索化を二三遥／つプ丁二とり  

2 1ノ）（2）に聞達して、今般、別1奈ソ〕王寺ニー、警察庁ニ㌢三治安土局ニレ午課長カ、仁、、警上見   

庁生活安全部長、各遥町県警察本部長等宛r〔に r厚生労働省が所管する「児童虐待防止   

対策支援事業」、1プ〕脇／コにういて」fこ成ご0年1j121さ］付警察け丁′メ発第102号）か通知   

さjL周知か図られたところである  
児童虐待爪対応については、りモ壷虐待細工ナiLヒ▲事に閲すろ1上三澤及び児這福祉法レリー翫   

を改正する法律j ぴ〕方缶行に伴い臨検一捜索制度が設けられるなど、警察としり連携が上り  

同量要ヒなるゾ）で、標記事業  皇迫盟⊥三屋黍長月旦生見坦主  二は、各都道府県  

常盤太郡主管課に悼けヰ凍恒、優秀九人科し7ノ催イi‡に享子ム′J乙／亡二＼し日量虐絹畑紆応強化∵  

ついて碩†毎的な軋組を図られたし、  



地方分権改革推進委員会 第1次勧告の内容  

［児童相談所関連部分］  

地方分権改革推進委員会 第1次勧告（抄）  

〔 

平成20年5月28日  
地方分権改革推進委員会  

第2章 重点行政分野の抜本的見直し  
（1）くらしづくり分野関係  

【保健所一児童相談所】  

I‾‾‾‾‾‾‾‾●‾tt‾‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾‾‾t‾‾‾‾－‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 「  

市町村合併の進展等により、都道府県の保健所の管轄区域が「虫食い」、「飛び  
地」のような状態となっているところもある。住民の利便性向上等の観点から、保健  
所について、市町村への権限移譲を進めるとともに、広域連合等の共同処理方式  
による設置についても検討する必要がある。   

（中略）  

児童相談所についても、市町村への権限移譲を進める。  
し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿】   

○働 こは速や力、に指定を 行うなど、児童相 
置市の政令による指定手続等を見直すこととする。   



一時保護所の環境改善について  

1．一時保護施設等緊急整備計画  

一時保護の現状  
地域ごとに見ると・■・  

16年度   17年度   18年度   

平均在所日数   22．4日   24．3日   25，9日   

定員   2，333人  2，472人   2，477人   

1日当たり保護人員  1，158人  1，207人   1，320人   

0．約3割の自治体において、定員を超 えて「時保護   

【定員を超える状況にある一時保護施設を有する自治体数】  

（18年）  （19年）  

23自治体［34．8％］ → 21自治体［31．8％］  

※［］内は児童相談所設置自治体数に占める割合  

緊急整備計画の策定  

1．計画の概要   

互選脚 台体lこついては、遅くとも平成21年度産までlこ一時保護施設の定員  

不足を解消す るための改善計画（「時保護施設等緊急整備計画、）を策定、  

；1．緊急整備計画策定自治体への特例措置  
；（1）ハード交付金の優先採択  

；（2）緊急整備計画期間中、児童養護施設等において認可定員超過による一時保護を容認  
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．．．．．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
l■■‾‾‾‾－－■■■‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾蠣‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

l ：2．定員を超えて一時保護を行った日数が60日以上の一時保護施設を有する自治体への措置  
； 以下の補助事業の交付に当たって、緊急整備計画の策定を条件とする。  

（1）一時保護施設整備の補助（ハード交付金）  
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（2）児童虐待・DV対策等補助金のうち「一時保護機能強化事業」  と「24時間－365日  業
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2．計画の策定状況  

○ 緊急整備計画策定自治体・＝17自治体  
○ 平成21年度末までの定員解消計画（定員の増員数）   

［一時保護施設：134名、児童養護施設：161名、地域小規模児童養護施設：102名、里親関係：86名、乳児院：20名、その他：30名］   



［参考］ 

都道府県等別一時保護所における平均在所日数  

○ 平均在所日数 ＝ 年間延日数／年間対応件数  
○ 全国平均値：25．9日   

（参考）一時保護の期間は原則として2か月を超えてはならないとされている。  

北青岩苫秋山福茨栃群埼千乗神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和島島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖札仙さ千横川静名京大神広北福  

海森手城田形島城木馬玉葉京奈潟山jll井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取根山島口島川嬢知岡賀崎本分崎児縄幌台い菓浜崎岡古都阪戸島九同  

道県県県県県県県県県県県都川県県県県県県県県県県県府府県県山県県県県県県県県県県県県県県県島県市市た市市市市屋市市市市州市  

県  県  県  ま  市  市  

市   

【出典】福祉行政報告例（厚生労働省大臣官房統計情報部）［平成18年度］   



2．個別対応のための環境改善  

「子ども・子育  ○ 一時保護中の子どもが安全で安心して過ごせる環  

眈
轍
抑
 
 
 

（平成16年12月決定）において、全  都道府  ての  

合処遇の状況の改善や非行  

○ 混合処遇の改善や、個別対応できる居室等を有する一時保護所の数：47か所（39．2％）  

※平成20年4月1日現在  
【都道府県別状況】  

自治体名  対応済  未対応  自治体名  対応済  未対応  自治体名  対応済  未対応  

福井県   2   0  山口県   0   横浜市   3   0   

山梨県   徳島県   0  川崎市   0   

長野県   0   2  香川県   0  新潟市   0   

岐阜県   ／‾1 凹   ′） ▲＿．  愛媛県   0   3  静岡市   0   

0   2  静岡県  高知県   0  浜松市   0   

愛知県   0  福岡県   2   2  名古屋市   0   

三重県   佐賀県   0  京都市   0   

滋賀県   0   2  長崎県   2   0  大阪市   0   

京都府   2  熊本県   0   堺市   0   

大阪府   0  大分県   0   神戸市   0   

兵庫県  0  宮崎県   3   0  広島市   0   

奈良県  0   鹿児島県   0   2  北九州市   0  

和歌山県  0   沖縄県   0  福岡市   0  

鳥取県   0   3  札幌市   0  横須賀市   0   

島根県  0   4  仙台市   0   金沢市   0   0  

同山県  0  2  さいたま市   0   合 計   47   73  

広島県  0  2  千葉市   0  

自治体名  対応済  未対応   

北海道   7   

青森県   0   

岩手県   0   3   

宮城県   ○   1  

秋田県   0   

山形県   0   2   

福島県   0   3   

茨城県   0   

栃木県   0   

群馬県   0   

埼玉県   0   3   

千葉県   4   

東京都   5   0   

神奈川県   2   

新潟県   0   3   

冨山県   2   0   

石川県   2   0  




